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はじめに 

 

庄内町は、平成17年の合併以前から旧立川町及び旧余目町において幼小連携教育に取り

組んできました。しかし、急激な少子化の進行、幼稚園に隣接する小学校の統合、施設の老

朽化、保護者ニーズの多様化など、幼稚園を取り巻く環境が大きく変化しています。 

 

こうした状況を踏まえ、令和7年に保護者を対象とした「幼児教育の今後に関するアンケ

ート」を実施し、また「庄内町立幼稚園の今後のあり方検討委員会」（以下「検討委員会」）

において、保護者や幼児教育・保育の実務担当者等から幅広く意見を聴取しました。 

 

本基本方針は、アンケート結果や検討委員会での議論と意見聴取の結果及び総合教育会

議での協議を踏まえ、教育委員会が取りまとめたものであり、今後の本町の幼児教育・保育

の方向性と具体的な施策検討の基礎となるものです。 

 

 

 

（1）施設の現状 

町立幼稚園は、昭和50年代前半に余目地域の各学区小学校に隣接する形で建設されまし

た。【表1】平成20年代に耐震補強工事を実施しましたが、いずれも建設から既に50年弱経

過しており、施設の老朽化が著しく進行しています。そのため、今後も継続して使用するた

めには、大規模改修工事が必要と見込まれます。 

 

【表1】町立幼稚園一覧 

園名 建築年月 構造 延床面積 耐震改修 

余目第一幼稚園 S54.9 鉄骨造平屋 855㎡ H22補強工事 

余目第二幼稚園 S53.3 鉄骨造平屋 855㎡ H25補強工事 

余目第三幼稚園 S55.9 鉄骨造平屋 831㎡ H22補強工事 

余目第四幼稚園 S53.10 鉄骨造平屋 855㎡ H24補強工事 

 

（2）園児数の現状 

 庄内町では、令和3年度をもって立川地域の町立狩川幼稚園が閉園となり、隣接する町立

狩川保育園と一体で民間の認定こども園へ移行したため、町立幼稚園は余目地域の4園体制

となりました。入園する園児数は、今後4年間、4園合計80人程度で推移する見込み【表2】

ですが、特に余目第四幼稚園については、令和11年度の入園対象者数が3名と見込まれ、さ

らに狩川地区の民間認定こども園への入園も可能なことから、幼稚園として維持すること

が困難になることが考えられます。そのため、園児数の状況に応じた対応が求められます。 

はじめに 

町立幼稚園の現状 
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【表 2】町立幼稚園入園対象者数見込み              令和 8年 5 月現在 

入園

年度 

 

第一幼稚園 第二幼稚園 第三幼稚園 第四幼稚園 合 計 

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 

R8 

（ 

14 10 24 17 12 29 7 6 13 4 6 10 42 34 76 

R9 8 10 18 13 12 25 11 8 19 7 7 14 39 37 76 

R10 13 14 27 11 11 22 8 12 20 9 5 14 41 42 83 

R11 14 12 26 13 19 32 11 13 24 1 2 3 39 46 85 

※ R9～は学区内居住者数であり、必ずしも町立幼稚園に入園するとは限りません 

【参考】立川地域 認定こども園からふる 入園児数             令和 8年 5 月現在 

0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 合 計 

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 

0 1 1 4 1 5 10 5 15 7 7 14 5 10 15 4 12 16 30 36 66 

※ 66 名のうち 17 名が余目地域からの入園者であり、1名が 1号認定（教育）となっています。 

 

（3）幼保職場の職員の現状 

 各幼稚園には、園長1名、教務主任1名のほかクラス数に応じて教諭が配置されています。

【表3】そのほか、子育て応援課（子育て支援センター）にて、子育て支援や児童発達支援

の業務に携わっています。 

【表 3】町立幼稚園教諭配置状況                  令和 8年 4月現在 

区分 第一幼稚園 第二幼稚園 第三幼稚園 第四幼稚園 合計 

園長 1名 1名 1名 1名 4名 

教務主任 1名 1名 1名 1名 4名 

教諭 4名 4名 3名 3名 14名 

子育て応援課     2名 

計 6名 6名 5名 5名 24名 

 

（4）小中学校及び学童保育所の状況 

 庄内町では、令和11年度に立川中学校と余目中学校を統合して新中学校を開校する予定

です。小学校については、現在の5校を統合し、令和14年度に新小学校を開校する予定です。

学童保育所は新小学校の開校に合わせて、現在の「ふれあいホーム家根合（第一学区）」「ふ

れあいホーム払田（第二学区）」「ふれあいホームひまわり（第三学区）」を統合し、新た

な学童保育所を新小学校内に整備する予定です。「ふれあいホームわごう（第四学区）」及

び「立川さんさんクラブ（立川地区）」は、従来どおり継続して運営します。 
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（1）実施状況 

実施期間 令和 7年 10 月 16 日～27 日 回答方法 インターネット調査 

対象 庄内町に居住（通園）している小学校 3年生以下の世帯 

対象世帯数 610 回答数/回答率 333 / 54.59％ 

 

（2）アンケート結果の要点 

保護者が重視しているのは、「幼小連携によるスムーズな就学移行」「負担の軽減」であ

り、そのほか「通園の利便性（送迎負担）」「保育時間の柔軟性（預かり保育・長期休暇対

応）」「教育の質と特別支援対応」が続きました。 

 

幼稚園の統合につい

ては、「賛成」及び「概

ね賛成」が 60%、「反対」

及び「概ね反対」が 13%

という結果となりまし

た。【図 1】 

 

 

 

 

 

小学校入学前の望ましい形につい

ては、「3～5 歳まで同一施設」とい

う意向が多数を占め【図 2】、自由記

載の中で、0～5 歳を対象とした認定

こども園を希望する声も多く寄せら

れました。一方、余目地域での「0～

3 歳は保育園、4～5 歳は幼稚園」と

いう現在の主な通園体制について

は、幼稚園を経験した保護者から高

く評価された反面、特に経験のない

若い世代の保護者から、保育園と幼稚園の両方に入園・卒園することによる経済的負担など

を理由に否定的な意見もありました。 

保護者アンケート 
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（1）委員構成と開催状況 

 開催日 参加委員数 

第 1回 令和 7年 11 月 19 日 13 人 

第 2回 令和 7年 12 月 18 日 13 人 

第 3回 令和 8年 1 月 20 日 11 人 

 

 

 

  

 

 

 

 

（2）検討委員会での主要な意見・要望 

 幼小連携を重視し、新しい小学校の敷地やその隣接地で認定こども園の整備を望む声

が多く聞かれました。 

 0〜5 歳一貫の認定こども園への移行を支持する意見が複数あり、特に 0〜2 歳の保育ニ

ーズの充実を求める声が目立ちました。 

 1 園へ完全に統合することを支持する意見がある一方で、まずは 2園へ段階的に統合し

てほしいという希望もありました。 

 小学校の統合が完了するまでは、現在の幼稚園を当面存続させておくことが望ましい

とする意見もありました。 

 町がまだ十分に提供できていない 3歳児の幼児教育や 4・5歳児の保育サービスについ

て、できるだけ早く充実させてほしいという要望が出されました。 

 保護者が保育園と認定こども園を選択できる体制が、庄内町の保育の充実につながる

という意見がありました。 

 職員の雇用や処遇（公務員待遇の維持など）について心配する声も聞かれました。 

 

 

 

 

 

 

  

区分 委員数 

小学校就学前子どもの保護者 

（余目地域）  
6 人 

庄内町立小学校の校長 1 人 

幼稚園の園長及び教諭 2 人 

子ども・子育て支援事業従事者 1 人 

識見を有する者 1 人 

公募 2 人 

合 計 13 人 

会長：庄内町教育委員会 教育長 

庄内町立幼稚園の今後のあり方検討委員会 
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 教育委員会では、「庄内町立幼稚園の今後のあり方に関する基本方針」の骨子を、次のよ

うに考えます。 

 

 

 

 

教育委員会は令和 8年度から子育て応援課と連携し、「チーム庄内町」として町が一丸と

なり、認定こども園への移行、小学校の統合、学童保育所の新設を並行して進めます。 

 

こどもたち一人ひとりが安心して学び、健やかに育つ教育・保育環境を整備し、地域の実

情に即した質の高い教育・保育を実現することを目指して、関係部署、幼保施設関係者、保

護者及び地域の声を丁寧に聴取しながら、諸々の課題を総合的に整理・調整していきます。 

 

 

 

 

 

 

基本方針の骨子について 

（1）将来的に町立幼稚園は、幼稚園や保育園の良さを併せ持ち、小学校との連

携を密にした認定こども園へ移行する事が望ましい。 

（2）認定こども園への移行時期、設置場所、運営方法等は、令和8年度からは、

主担当を子育て応援課に移管し、教育委員会も一緒に検討していく。 

（3）認定こども園への移行は令和14年度を目標とする。ただし、移行に必要な準

備が整わない場合は、町立幼稚園を令和14年度以降も継続するものとする。 

なお、少子化等により園の存続が著しく困難と見込まれる場合は、予定を繰り上

げて休園することがあり得る。 

結びに 

庄内町 HP 

（参考）庄内町 HP 

◆ 幼児教育の今後のあり方について 

https://www.town.shonai.lg.jp/kurashi/kosodate/youchienkongo/youzikonngo.html 

 

◆ 学童保育所の今後のあり方について 

https://www.town.shonai.lg.jp/kurashi/kosodate/gakudou/gakudoukihonhoushin.html 

https://www.town.shonai.lg.jp/kurashi/kosodate/youchienkongo/youzikonngo.html

